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衆
議
院
議
員
辻󠄀
元
清
美
君
提
出
日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
命
を
拒
否
さ
れ
た
六
名
の
研
究
者
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
辻󠄀
元
清
美
君
提
出
日
本
学
術
会
議
会
員
の
任
命
を
拒
否
さ
れ
た
六
名
の
研
究
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
委
員
会
や
審
議
会
、
研
究
会
等
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
行

政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
若
し
く
は
第
八
条
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八

十
九
号
）
第
三
十
七
条
、
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
合
議
制
の
機
関
（
以
下
「
委

員
会
等
」
と
い
う
。
）
の
委
員
等
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
お
尋
ね
の
六
名
と
考
え
ら
れ
る
者
が
任
命
さ

れ
た
事
実
の
有
無
を
、
関
係
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
令
和
二
年
十
一
月
十
一
日
時
点

で
把
握
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
委
員
等
に
任
命
さ
れ
た
事
実
の
あ
る
者
は
岡
田
正
則
氏
及
び
加
藤
陽
子
氏
で
あ
り
、
両

氏
が
任
命
さ
れ
た
委
員
等
に
係
る
①
委
員
会
等
の
名
称
、
②
委
員
会
等
を
所
管
す
る
省
庁
、
③
委
員
会
等
に
お
け
る
官
職
、

④
両
氏
の
在
任
期
間
、
⑤
任
命
権
者
及
び
⑥
任
命
の
根
拠
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

岡
田
正
則
氏 

①
司
法
試
験
委
員
会 

②
法
務
省 

③
司
法
試
験
考
査
委
員 

④
平
成
二
十
年
六
月
九
日
か
ら
同
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
一
年
六
月
八
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
三



 

２ 

 

十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
三
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
月
三

十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
五
年
六
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
平
成
二
十
八
年
六
月
八
日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
及
び
平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

⑤
法
務
大
臣 

⑥
司
法
試
験
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項 

 
 

加
藤
陽
子
氏 

①
公
文
書
管
理
委
員
会 

②
内
閣
府 

③
委
員 

④
平
成
二
十
二
年
七
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
七
月

五
日
ま
で 

⑤
内
閣
総
理
大
臣 
⑥
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
八
条

第
三
項 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
般
の
日
本
学
術
会
議
の
会
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
日
本
学
術
会

議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
か
ら
の
推
薦
に
基
づ
い

て
、
任
命
権
者
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
適
切
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
を
得

ら
れ
る
よ
う
、
説
明
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


